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生きるすべてを 「真剣な遊び」 に  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

岩井労務管理事務所便り 令和４年８月号 

連絡先：〒323-0820 

栃木県小山市西城南 3-3-2 

電話 ： 0285-28-2855 ＦＡＸ 0285-28-6998 

ｅ－ｍａｉｌ：iwai-rokan@tvoyama.ne.jp 
経営サプリメント･･･第 211 回 
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令和４年８月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。これを機に、高年齢

雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。 

雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等の変更 

★なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額なども変更されています。その内容について

も、気軽にお尋ねください。 

【前提】高年齢雇用継続給付とは 

雇用保険の被保険者であった期間が５年以上ある 60 歳以上65 歳未満の被保険者が、賃金
が低下（60 歳時点の賃金の 75％未満に低下）した状態で働き続ける場合に支給されます。 

同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当の
受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の２種類に分かれます。 

＜高年齢雇用継続給付の支給限度額＞ 

令和４年７月 31 日の時点：360,584 円 ➡ 令和４年８月１日から：364,595 円  

〈補足〉その他、下記の   の金額も変更 

確 認 高年齢雇用継続給付の支給額 

一の支給対象月（一暦月）について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。 

●支給対象月の賃金が「60 歳到達時等の賃金の月額」に比べ 61％未満に低下 

……支給対象月の賃金×15％ 

●支給対象月の賃金が「60 歳到達時等の賃金の月額」に比べ 61％以上 75％未満に低下 

……支給対象月の賃金×15％から逓減するように厚生労働省令で定める率 

注① 支給対象月の賃金が、支給限度額（364,595 円）を超えるときは、その支給対象月には支給されない。また、上記のように

計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、｢支給限度額－支給対象月の賃金｣が支給される。 

注② 支給額として計算した額が、2,125 円を超えないときは、その支給対象月には支給されない。 

注③ 60 歳到達時等の賃金の月額は、478,500 円を上限とし、79,710 円を下限とする。 

･･････････････････高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更････････････････ 
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